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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
ウ
ク
ラ
イ
ナ
「
避
難
民
」
受
入
れ
及
び
移
民
政
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
避
難
民
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
正
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
一
般
に
、

天
災
地
変
・
戦
争
な
ど
で
避
難
し
た
人
々
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
今
般
の
ロ
シ
ア
連
邦
の
軍
隊
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
侵
略
に
よ
り
同
国
内
外
に
避
難
し
た
人
々
を
適
切
に
表
現
す
る
た
め
、
「
避
難
民
」
と
呼
称
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
か
ら
難
民
認
定
申
請
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第

六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
の
認
定
の
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
難
民
認
定
申
請

の
内
容
に
よ
り
個
別
に
審
査
し
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
二
十
一
号
。
以
下
「
難
民
条
約
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
又
は
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
一
号
。
以
下
「
難
民
議
定
書
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適
用
を
受
け
る
者
を
、
難
民
と
認
定
す
る
こ
と
と
な
る
。 

三
、
四
及
び
八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
準
難
民
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

な
お
、
現
在
、
法
務
省
に
お
い
て
、
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
中
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
我
が
国
の
難
民
認
定
さ
れ
る
人
数
及
び
難
民
申
請
者
が
難
民
認
定
さ
れ
る
割
合
が
、
欧
米
に
比
し
て
著
し
く

少
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
量
の
難
民
・
避
難
民
を
生
じ
さ
せ
る
国
と
の
地
理
的

関
係
な
ど
各
国
の
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
国
と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
難
民
条
約
第
一
条
の
規
定
又
は
難
民
議
定
書
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適

用
を
受
け
る
者
を
、
難
民
認
定
申
請
の
内
容
に
よ
り
個
別
に
審
査
し
、
適
切
に
難
民
と
認
定
し
て
い
る
。 

六
及
び
九
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
年
三
月
九
日
内
閣
衆
質
一
九
六
第
一
○
四
号
）
一
、
二
、
五
及
び
九
に
つ
い
て
に
お
い
て

示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。 

 
 

し
た
が
っ
て
、
国
民
の
人
口
に
比
し
て
、
一
定
程
度
の
規
模
の
外
国
人
を
家
族
ご
と
期
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
を
採
る
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
数
値
を
お
示
し
す
る



 

３ 

 

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
我
が
国
の
「
難
民
」
認
定
の
割
合
・
人
数
が
少
な
い
の
は
、
「
国
民
の
人
口
に
比
し
て
、
一
定
程
度
の
規
模

の
外
国
人
を
家
族
ご
と
期
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
」
な
い
と
い
う
考
え
方
を
政
府
が
と
っ
て
い
る
か
ら
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
難
民
条
約
第
一
条
の
規
定
又
は
難
民
議
定
書
第
一

条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適
用
を
受
け
る
者
を
、
難
民
認
定
申
請
の
内
容
に
よ
り
個
別
に
審
査
し
、
適
切
に
難
民
と
認

定
し
て
い
る
。 

十
及
び
十
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
単
純
労
働
」
及
び
「
移
民
受
け
入
れ
政
策
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
外
国
人
の
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
上
川
法
務
大
臣
（
当

時
）
が
「
専
門
的
、
技
術
的
分
野
の
外
国
人
の
方
々
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
性
化
に
資
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
・
・
・
他
方
、
こ
う
し
た
専
門
的
、
技
術
的
分
野
と
は
評
価
さ

れ
な
い
分
野
の
外
国
人
の
方
々
に
つ
い
て
の
受
入
れ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
ま
た
経
済
的
効
果



 

４ 

 

の
検
証
、
さ
ら
に
、
日
本
人
の
雇
用
へ
の
影
響
、
産
業
構
造
へ
の
影
響
、
教
育
、
社
会
保
障
等
の
社
会
的
コ
ス
ト
等
、
幅
広

い
観
点
か
ら
、
国
民
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
合
意
を
踏
ま
え
て
、
政
府
全
体
と
し
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
ふ

う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

十
一
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
三
月
末
現
在
の
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
（
以
下
「
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い

う
。
）
の
数
は
六
万
四
千
七
百
三
十
人
（
速
報
値
）
と
着
実
に
増
加
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
特
定
技
能
一
号
な
ど

家
族
の
帯
同
を
認
め
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
、
長
期
の
在
留
も
見
通
せ
な
い
政
策
を
続
け
れ
ば
、
国
際
的
な
人
材
獲
得
競
争

に
敗
れ
、
人
が
集
ま
ら
な
い
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
運
用
に
関
す
る
方

針
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
定
め
る
「
受
入
れ
見
込
数
」
は
、
目
標
で
は
な
く
、
向
こ
う

五
年
間
に
不
足
す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
特
定
技
能
外
国

人
の
人
数
の
上
限
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


